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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１１月２２日     

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年１月２１日 １８時００分ごろ 

発生場所 島根県西ノ島
に し のし ま

町西ノ島東岸 

 麦山
むぎやま

鼻灯台から真方位０８０°１.５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３６°０４.１′ 東経１３３°０３.２′） 

事故の概要 旅客船いそかぜは、北西進中、西ノ島東岸に乗り揚げた。 

いそかぜは、旅客３人が負傷し、船首部外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和５年１月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

旅客船 いそかぜ、１９トン  

２７２－２３６５１島根、島前町村組合、隠岐観光株式会社（船舶

借入人、Ａ社） 

１６.５ｍ（Lr）×４.４８ｍ×１.７４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、８４６kＷ（合計）、平成２５年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 ３７歳 

二級小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２５年１１月２９日 

免許証交付日 令和３年５月２５日 

         （令和８年５月２４日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ３人（旅客Ａ、旅客Ｂ及び旅客Ｃ） 

 損傷 船首部外板に破口、左舷船底部外板に擦過傷、左舷プロペラ翼及び左

舷舵柱に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約１５cm（日ノ津

浦港）、潮流 約１ノット（kn）弱の南流 

日没時刻：１７時２３分ごろ 

 事故の経過 

 

本船は、船長及び船長補助者１人が乗り組み、旅客７人（うち負傷

した３人をそれぞれ「旅客Ａ」、「旅客Ｂ」及び「旅客Ｃ」という。）

を乗せ、令和５年１月２１日１７時４７分ごろ島根県海士
あ ま

町菱
ひし

浦
うら

港に

向けて島根県知夫
ち ぶ

村来
く

居
りい

港を出港した。 

本船は、船長が、操舵室右舷側の椅子に腰を掛け、左舷側にある 
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レーダーを０.７５Ｍレンジでコースアップ表示とし、手動操舵で操

船を行い、海士町家督
あ と ど

山
さん

山頂付近を船首目標とし、針路を約０２３°

（対地針路、以下同じ。）に向け、約２２kn の対地速力で、滑走状態

で北北東進した。 

船長補助者は、操舵室左舷側の椅子に腰を掛け、本船がふだん航行

するコース上にいることと周囲に船がいないことを確認した後、西ノ

島町別府港及び菱浦港でそれぞれ乗船して来居港で下船した旅客の乗

船料金の集計等の作業をしていた。 

船長は、西ノ島町雉ケ
き じ が

鼻を左舷に見て通過した後、周囲に他船がお

らず、海上も平穏だったので、気の緩みが生じ、いつの間にか居眠り

に陥った。 

船長は、１８時００分ごろ、覚醒し、本船が緩やかに左回頭しなが

ら北西進し、西ノ島の陸岸に向かっていることに気付いて主機の両舷

機のスロットルレバーを後進としたが、船底に衝撃を感じ、本船が西

ノ島東岸に乗り揚げた後、直ちに主機を停止した。 

船長は、船長補助者と共に旅客の状況や船体の損傷状況を確認した

後、自力航行ができないと判断し、Ａ社に本事故の発生を報告した。 

Ａ社担当者は、Ａ社の所有船で本船に到着し、船長補助者を本船に

残して旅客全員及び船長を所有船に移乗させ、旅客全員を菱浦港及び

別府港まで搬送した後、再度所有船で本船に向かい、本船を別府港ま

でえい
．．

航した。 

船長は、１８時５５分ごろ、海上保安庁に本事故の発生を通報し

た。 

旅客Ａは、座席に腰を掛けていたところ、前の座席の背面に顔が当

たって唇に裂傷を負い、本事故後、西ノ島町の病院での診断を受け

た。 

旅客Ｂは、子供を連れて中央の通路に立って前方の窓から景色を眺

めていたところ、突然、島が見えて危険を感じ、子供を抱きかかえよ

うとしたが衝撃により後方に倒れて、座席の肘当てに左肩を打って負

傷し、また、旅客Ｃは、座席に腰を掛けていたところ、衝撃を感じる

とともに床に落ちて負傷した。 

旅客Ｂ及び旅客Ｃは、後日、知夫村の診療所で診察を受け、旅客Ｂ

が全治１か月の左肩打撲、旅客Ｃが全治１～２週間の左上腕及び左大

腿打撲とそれぞれ診断され、後日、Ａ社に負傷の事実を告げた。 

（図１ 参照） 
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図１ 負傷者及び乗組員の位置 

 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 左舷船首船

底部外板擦過傷箇所、写真３ 左舷プロペラ翼及び左舷舵柱の曲損

箇所） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首が約０.８３ｍ、船尾が約１.５３ｍであった。 

本船は、来居港～菱浦港～別府港の間を就航する定期船で、１日の

運航を４人の乗組員が、早番、遅番に分かれての２人体制で運航し、

２人のうち操船者を船長とし、操船に当たらない者を係船作業や集金

業務を行う船長補助者としていた。 

本事故時の船長と船長補助者は、１日１３便のうちの第８便から乗

り組み、本事故当時、第１０便の航行であった。 

船長は、本事故の約２年前からＡ社の観光船及び定期船に乗船して

おり、約４、５か月間の本船への乗船経験を有していた。 

船長は、本事故当日の体調に不調はなく、本事故の前日には休息が

十分とれており、疲労を感じていなかった。 

船長は、日頃、眠気を感じたときは、コーヒーを飲んだり、窓を開

けて外気に当たったり、立ち上がるなどして身体を動かしたり、室温

調整をするなどして、居眠り運航の防止策を採っていたが、本事故時

は、眠気を感じないまま居眠りに陥ったので、同防止策を採ることが

できなかった。 

船長補助者は、乗船料金の集計等の作業を行っており、船長が居眠

りに陥り、本船が左回頭して西ノ島東岸に向かっていることに気付い

ていなかった。 

船長は、ふだん本船を滑走状態で航行させる際、保針を行わないと

小さな波や潮流などの外力が少しでも働くと回頭することがあり、適

宜、舵を取り針路を補正していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、西ノ島東方沖を北北東進中に船長が居眠りに陥り、緩やか

 

旅客Ｂ 旅客Ｃ 

船長 

船長補助者 

旅客Ａ 
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 に左回頭しながら西ノ島東岸に向かって北西進し続けたことから、西

ノ島東岸に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、周囲に他船がおらず、海上も平穏で、気の緩みが生じたこ

とから、覚醒水準が低下して居眠りに陥ったものと考えられる。 

 船長は、日頃、眠気を感じたときは、コーヒーを飲んだり、窓を開

けて外気に当たったり、立ち上がるなどして身体を動かしたり、室温

調整をするなどして、居眠り運航の防止策を採っていたが、本事故時

は、眠気を感じないまま居眠りに陥ったものと考えられる。 

 本船は、滑走状態で航行中には、保針が行われないと小さな波や潮

流などの外力が少しでも働くと回頭することがあり、船長が居眠りに

陥ったことから、保針が行われず、左回頭したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、西ノ島東方沖を北北東進中に船長が居眠

りに陥り、緩やかに左回頭しながら西ノ島東岸に向かって北西進し続

けたため、西ノ島東岸に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次の再発防止策を講じた。 

・船長補助者は、航行中は集金業務等を行わず、見張り補助を行う

こととした。 

・会社は、船員への注意喚起、再教育に努め、船員の体調管理も徹

底することとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中は、２人体制による当直を維持し、船長補助者が

航行に異常を感じたときは直ちに船長に報告させること。 

・船長は、眠気を感じていなくても気の緩みが生じて居眠りに陥る

こともあるので、航行中には、外気に当たる、可能な限り身体を

動かす、船長補助者の支援を受けるなどして、居眠り運航の防止

策を採ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

西ノ島 

中ノ島 

家督山 

知夫里島 

麦山鼻灯台 

菱浦港 

雉ケ鼻 

来居港 

事故発生場所 

（令和５年１月２１日 

１８時００分ごろ発生） 

別府港 

船長は、この付近

を過ぎてから、居

眠りに陥った。 
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写真１ 本船 

 
 

写真２ 左舷船首船底部外板擦過傷箇所 

 
 

写真３ 左舷プロペラ翼及び左舷舵柱の曲損箇所 

 

 


